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認定こども園補償制度
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会会員の皆さまへ

（施設所有（管理）者賠償責任保険／専門事業者賠償責任保険／学校契約団体傷害保険／動産総合保険／業務災害総合保険／
社会福祉法人・学校法人向け会社役員賠償責任保険）

経
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を
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も
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学童保育中に発生する
事故やトラブルにも対応

学童保育事業の
補償

詳しくは、パンフレット同封の
お見積り依頼シートを

ご覧ください。

2026年 4月1日（午後4時） ▼ 2027年 4月1日（午後4時）

2026年3月6日 ●金
保険期間（1年間）

申 込 締 切 日
までに保険料を払込みください
中途加入も可能です

相手にケガを
させた！

モノを壊した！

園児・職員が
ケガをした！

役員が
訴えられた！
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一般の保険ではカバーしきれない
細かなニーズに対応可能！

『認定こども園補償制度』は会員専用の制度で、認定こども園に必要な補償がセットされています。

団体契約のスケールメリットを
活かした保険料！
協会会員限定の団体制度だからこそ、リーズナブルな保険料を実
現できており、一般契約と比べて補償範囲が広いのに、保険料は
抑えることができます。

見積り・契約の手続きが
簡単！
園児の傷害補償と、園の賠償責任補償が基本プランとなってお
り、さらに必要に応じて補償を組み合わせることで、『抜け・漏れの
ない』総合補償を実現できます。

今こそ備えを考える時です。
園児のケガや事故や第三者賠償リスク、そして法的トラブルまで・・・

認定こども園を取りまくさまざまな不安を幅広く補償します。

園児のケガ・重大事故が

毎年、多数発生しています！
『認定こども園』は活動範囲の広さや年齢差から、

思わぬケガやトラブルが起こることも少なくありません。

また、保護者とのやり取りは多様化し、

ご相談やご要望への対応にも

より丁寧さが求められるようになっています。  

こうした状況で、スタッフ不足や日々の忙しさから、心身に負担を抱える方も増えています。

参考：こども家庭庁『「令和６年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表について』

3,190件
［重篤な事故の件数］令和6年度、教育・保育施設等で報告された重篤な事故

特に骨折事故が多数（2,537件／約80％）を占め、

多くは園の敷地内で発生！

経営の
リスク

教職員の
補償

詳細は▶P.9〜P.11

園児のケガの
補償

詳細は▶P.4

日常の
リスク

相手方への
補償

詳細は▶P.5、P.6

園の備品の
補償

詳細は▶P.7

役員の
リスク

役員や理事の
賠償責任の補償
詳細は▶P.12、P.13
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賠償責任の補償
❶ 施設所有（管理）者賠償責任保険 認定こども園が所有、使用もしくは管理している各種施設の欠陥や管理の不備、または

保育中の監督不注意に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破
損または汚損等した場合に、認定こども園が法律上の損害賠償責任を負担することによっ
て被る損害を補償します。

■ 遊具が壊れ園児がケガをした。
■ 保育室の火事で園児がやけどをした。
■ 園児が異物を飲み込み窒息した。など

❷ 飲食物危険補償特約 認定こども園が提供した飲食物に起因する、他人の身体の障害について、法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

■ 提供した給食が原因で園児が食中毒を起こした。など

❸ 人格権侵害補償特約 認定こども園または職員等が行った次のいずれかに該当する不当な行為に起因する損害
を補償します。（ただし被保険者に対して提起された損害賠償請求に限ります。）
①不当な身体の拘束による自由の侵害および名誉毀損
②口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライ

バシーの侵害

■ 誰もいないと思い倉庫に鍵をかけたら
　園児が中に残っており心理的恐怖を与えた。
■ 園児のプライバシーに関する書類を
　 別の園児の連絡帳に入れてしまいプライバシーを侵害した。など

❹ サイバーセキュリティ特約付帯
　 専門事業者賠償責任保険 認定こども園の「自らの業務遂行の過程における情報の管理または管理の委託」に伴っ

て発生した個人情報等の漏えいに起因して、日本国内において保険期間中に、認定こど
も園に対し損害賠償請求がなされたことにより、認定こども園が被る損害を補償します。
認定こども園の職員やアルバイトによる内部犯罪や重過失による法令違反に関しても、
お支払いの対象となります。※代表者・役員による上記行為は対象となりません。

■ 園で使用するＰＣが不正アクセスされ、園児の個人情報が流出した。など

❺ 昇降機危険補償特約 認定こども園が所有、使用または管理する昇降機に起因する他人の身体障害や、財物の
損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

■エレベーターの誤作動で園児が挟まれてケガをした。など

❻ 管理財物損壊補償特約 認定こども園の管理下にある財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その
財物に対して正当な権利を有する者に対して、認定こども園が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。

※他人から借用している物、保管の目的で預かっている物など、対象とならない財物もあります。 
   詳しくは P.22「保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。

■ 写真撮影のために保護者から渡されたカメラを、落として壊してしまった。など

認定こども園に在籍する園児※1が認定こども園の管理下※2において、急激かつ偶然な外来の事故により
ケガ※3をした場合、認定こども園の損害賠償責任の有無に関わらず、保険金をお支払いします。
※1 一時保育や地域子育て支援事業、 こども誰でも通園制度などの利用園児を除きます。
※2 認定こども園の管理下とは、保育中、在園中、通園中などをいいます。
※3 ケガには、認定こども園の管理下において発生した細菌性食中毒およびウイルス性食中毒、熱中症を含みます。　

運動会の徒競走で
園児が転倒してケガをした。

保育中に園庭で、
園児が熱中症になった。

通園途中に園児が車に
はねられてケガをした。

地震・噴火・津波危険補償特約

園児が地震で
階段から転倒して
ケガをした。

園児がO-157に
感染し入院した。

特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金
および通院保険金」支払特約
詳細は▶P.16

■保険金をお支払いする主な場合
●死亡保険金…事故によるケガのため、事故の日から180日以内に死亡した場合
●後遺障害保険金…事故によるケガのため、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合
●入院保険金…事故によるケガの治療のため、事故の日から180日以内に入院した場合（180日限度）
●手術保険金…事故によるケガの治療のため、事故の日から180日以内に所定の手術を受けた場合
●通院保険金…事故によるケガの治療のため、事故の日から180日以内に通院した場合（90日限度）
●地震・噴火・津波危険補償特約…地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガをした場合に保険金をお支払いします。
●特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約…「後遺障害保険金、入院保険金および通

院保険金」について、所定の感染症を発病した場合に保険金をお支払いします。

認定こども園が法律上の賠償責任を負った場合に、
「損害賠償金」や「争訟費用等の対応費用」などを包括的に補償いたします。

日常のリスク

園の賠償責任 相手方への補償 認定こども園賠償責任補償
引受保険会社  三井住友海上火災保険株式会社 

日常のリスク

園児のケガの補償 

基本補償

オプション補償

認定こども園団体傷害補償
（傷害保険普通保険約款、学校契約団体傷害保険特約、細菌性食中毒補償特約、熱中症危険補償特約、
地震・噴火・津波危険補償特約、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約）
引受保険会社  AIG損害保険株式会社
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■補償の対象となる活動・事業
●保育契約に基づく保育活動（入園、卒園、運動会等の催しについては認定こども園主催の催しに限ります。共催の催しについ

ては、認定こども園の責任分のみが対象となります。また、保護者会主催の催しについては、本保険の対象となりません。）
●園外保育として行われる遠足、キャンプ等の保育活動
●お泊り保育
●一時保育・休日保育事業
●子ども・子育て支援法第59条に定める法定13事業のうち下記の4事業
　地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）、一時預かり事業、延長保育事業
●こども誰でも通園制度

＜ご注意＞以下の事業・活動は対象とはなりません。
⃝放課後児童対策事業（学童保育）　※同事業ではなくても就学児童の預りは学童保育として取り扱います。
⃝派遣保育（保育士および保育サポーターの派遣事業）
⃝子ども・子育て支援法第59条に定める法定13事業のうち上記「補償の対象となる活動・事業」に掲げる4事業以外の事業　など

認定こども園の建物内の什器・備品に生じた、
偶然の事故による損害に対して、
再調達価格で保険金をお支払いします。

※保険の対象ごとに自己負担額（１万円）が適用となります。

■業務用現金などの盗難
認定こども園内の金庫が
こじ開けられて現金が盗まれた。

■火災・落雷・爆発
認定こども園内で火災が発生し、
什器・備品が焼失した。

■水災
台風による洪水で建物内が
水浸しになり、什器・備品が壊れた。

■持ち出し中の事故
建物内の什器・備品を
一時的に建物外へ持ち出した際に
什器・備品が壊れた。
※認定こども園の敷地内において発生した

事故に限ります。

■保険金をお支払いできない主な場合
●所有者が認定こども園でない什器・備品（リース品や園児の所有物）は補償の対象となりません。
●園庭に設置した遊具は補償の対象になりません。補償の対象は認定こども園の建物内の什器・備品に限ります。

■取扱上の不注意
園児がピアノを誤って破損させ、
修理が必要となった。

■破損
認定こども園内の空調機より
漏水し、パソコンが
水濡れ損害を受けた。

［ 什器・備品の例 ］

ピアノ等の楽器 TV 事務用機器 など

対応費用の補償

❼ 被害者治療費等補償特約※ 1 身体障害事故が発生し、事故から 180日以内に生じた死亡・重度後遺障害、入院・通院
について、認定こども園が負担する治療費等を補償します。
被害者治療費等は法律上の賠償責任を負担するか否かに関わらずお支払いの対象にな
ります。（注）

（注）治療費、見舞金等をお支払いした後に法律上の損害賠償責任が認められた場合には、
損害賠償金として支払われる保険金に充当されます。（重複して支払われることはありま
せん。）

■ 来園した保護者が不注意で転倒し、ケガをした際の治療費を支払った。
など

❽ 初期対応費用補償特約※2 事故が発生した場合に認定こども園が負担した事故現場の保存または取片付けに要す
る費用、事故状況または原因を調査するために要した費用、被保険者の役員または使
用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費等の初期対応費用を補償
します。

■ 園内での事故に対し、原因調査を行うため、調査業者への費用が発生した。
など

❾ 訴訟対応費用補償特約※2 裁判所に訴訟が提起された場合に認定こども園が負担した訴訟に関する必要文書作成に
かかる費用、被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費等の訴訟対応費用を
補償します。

■ 裁判対応のために準備や移動にかかる出費が必要となった。など

※1 引受保険会社の同意を得て負担した費用に限ります。
※2 有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。

主な補償

日常のリスク  ［オプション※］※基本プランにご加入の場合のみ、追加できます。

園の備品の補償 認定こども園什器・備品補償（動産総合保険）
引受保険会社  三井住友海上火災保険株式会社

日常のリスク

園の賠償責任 相手方への補償 認定こども園賠償責任補償
引受保険会社  三井住友海上火災保険株式会社 

学童保育事業は補償の対象になりません。
補償が必要な場合には、別紙『学童保育賠償責任保険』お見積り依頼シートからご依頼ください。





ご契約者サービス  初期対応から支える、労務・健康・メンタルの総合サポート
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■補償内容 
補償内容 Aプラン Bプラン Cプラン

死亡補償保険金 1,500万円 1,500万円 1,500万円

後遺障害補償保険金
（1級～14級）

障害等級に応じて
1,500万円〜60万円

障害等級に応じて
1,500万円〜60万円

障害等級に応じて
1,500万円〜60万円

入院補償保険金
（1事故につき180日限度）

1日につき
5,000円

1日につき
5,000円 補償はありません

手術補償保険金
（１事故につき１回限度）

入院中 5万円
入院中以外 2.5万円

入院中 5万円
入院中以外 2.5万円 補償はありません

通院補償保険金
（1事故につき90日限度）

1日につき
3,000円

1日につき
3,000円 補償はありません

事業主相談費用等保険金※

（1災害につき） 100万円 限度 100万円 限度 100万円 限度

使用者賠償責任補償保険金※

（1名／1災害） 2億円 限度 2億円 限度 2億円 限度

疾病入院医療保険金
（1入院につき30日限度）

1日につき
5,000円 補償はありません 補償はありません

疾病手術医療保険金 入院中 5万円
入院中以外 2.5万円 補償はありません 補償はありません

通勤中個人賠償責任補償保険金※

（1事故につき） 3億円 限度 補償はありません 補償はありません

補償の対象となる方：教職員（パート・アルバイトを含む）および派遣社員
※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額が実際のご負担額または損害額を超えることはありません。

■（参考）年間保険料例（一時払）
下記は保険料例となります。事前にお見積り依頼シートにて見積り依頼をし、保険料をご確認ください。

年間総収入 Aプラン Bプラン Cプラン
9,000万円 152,650円 64,870円 45,100円

1億円 163,580円 69,560円 48,450円

1億1,000万円 173,850円 74,200円 51,740円

1億2,000万円 184,160円 78,780円 55,020円

1億3,000万円 194,750円 83,740円 58,600円

1億4,000万円 204,790円 88,100円 61,730円

年間総収入に基づく合理的な保険料で、対象者をもれなく補償します。
●事業者数割引：15%適用（保険期間開始日時点における加入事業者が50以上の場合、事業者数割引15%が適用されます。）

■保険料の確認と申込手続きの流れ
見積りの依頼
お見積り依頼シートを
FAXまたはメールにて提出してください。
弊社からお見積りを提示します。

加入プランの決定
見積書から加入希望プランをお選びいただき、
電話やメール等にてご連絡ください。
お手続き書類をお送りします。

書類のご提出
申込書、確認書、口座振替依頼書を
ご返送ください。
保険料は後日口座引き落としになります。

■保険金をお支払いする主な場合
●死亡補償保険金…業務上のケガなどにより亡くなった場合に、保険金をお支払いします。
●後遺障害補償保険金…業務上のケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、保険金をお支払いします。
●入院補償保険金…業務上のケガなどにより入院した場合に、入院日数に応じて保険金をお支払いします。
●手術補償保険金…業務上のケガなどにより所定の手術を受けた場合に、保険金をお支払いします。
●通院補償保険金…業務上のケガなどにより通院した場合に、通院日数に応じて保険金をお支払いします。
●事業主相談費用等保険金…教職員など補償の対象となる方が業務に伴いケガや病気を被ったことにより、施設が負う責任

の有無やその対応について弁護士に相談したことにより負担した費用を補償します。
●使用者賠償責任補償保険金…教職員など補償の対象となる方が保険期間中に業務により被ったケガや病気について、施

設や教職員が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
●疾病入院医療保険金…教職員など被保険者となる方が保険期間中に発病した病気により入院した場合に、入院日数に応じ

て保険金をお支払いします。
●疾病手術医療保険金…教職員など被保険者となる方が保険期間中に発病した病気により所定の手術を受けた場合に、保

険金をお支払いします。
●通勤中個人賠償責任補償保険金…教職員など被保険者となる方が通勤に起因する偶然な事故により、法律上の損害賠償

責任を負った場合に、損害賠償金、訴訟・弁護士費用などをお支払いします。
※補償の対象となるケガなど、補償内容の詳細は35〜37ページをチェックしてください。

経営のリスク

教職員の補償 認定こども園業務災害補償（業務災害総合保険）
引受保険会社  AIG損害保険株式会社

●これらのサービスは、AIG損害保険株式会社がティーペック株式会社に委託してご提供します。なお、今後予告なく変更または中止する場合があります。
●国外で発生した症状や受けた診療などに関する相談および国外からの相談などはお受けできません。
●ご相談者の状況または相談の内容により、相談を制限または停止させていただく場合があります。
●サービスのご利用にあたっては諸条件がありますので、ご利用の際にお電話でご確認ください。
●サービスの提供にあたり取得した情報はご契約者に開示することはできません。

■ケガの応急手当て、どうしたらいいの？
■夜中に受診できる病院を知りたい。 

など

■ゆううつで気分がすぐれない。
■夜眠れない。
　夜中や早朝に目が覚めてしまう。

など

■教職員のケガで労災申請をしたい。
■教職員のメンタルヘルス不調への
　対応について知りたい。      など

■労務相談ホットライン
労災全般に関連した諸問題等や、メンタルヘルスの不調を抱えた教職員への対応等についてアド
バイスを行います。
ご相談には心理カウンセラーおよび社会保険労務士が対応いたします。

（注） 労務関連の手続きや書類作成などの実作業に関するご相談はお答えできません。また、個別事案な
ど相談の内容によりお答えできない場合があります。ご相談の内容により回答にお時間をいただく
場合があります。

※園長または人事労務ご担当者の方がご利用いただけます。

■健康相談サービス
24時間健康相談

健康に関する不安なことを24時間365日、いつでも相談できます。

専門医による電話相談  所定の予約受付時間内に事前申し込みが必要です。
各分野の専門医に相談できます。診断書や検査データなどの提出は不要ですので、お気軽にお申
し込みください。
※補償対象者の方およびそのご家族（配偶者ならびに被扶養者）の方がご利用いただけます。

■メンタルケアカウンセリングサービス
電話によるスポットカウンセリング  原則回数制限なし

電話によるカウンセリングをご提供します。面談と異なり、カウンセリングルームの所在地域や
訪問時間を気にすることなく、気軽にカウンセリングを受けられます。

継続カウンセリング  年間3回まで利用可能
日本各地のカウンセリングルームまたはオンラインにて、心理カウンセラーによる面談の継続カウ
ンセリングをご提供します。なお、継続カウンセリングは電話でもご利用いただけます。
※補償対象者の方がご利用いただけます。
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■補償内容
支払限度額（下記の金額）は、保険金をお支払いする限度額をいいます。
法律上の損害賠償金のみならず争訟費用を含めたすべての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。

支払限度額（加入プラン）

＋

オプション

=

保険料

Aプラン 3,000万円 会社訴訟補償特約

事前にお見積り依頼シートにて
見積り依頼をし、

保険料をご確認ください。
Bプラン 5,000万円 被保険者間訴訟補償特約

Cプラン 1億円 雇用慣行危険補償特約
（支払限度額 1,000万円）

※支払限度額は、一連の損害賠償請求および保険期間中の支払限度額となります。
※免責金額・縮小支払割合の設定はありません。（会社補償支払特約のみ、一連の損害賠償請求につき500万円の免責金額が設定されます。）
※A・B・Cいずれのプランにも「身体障害・財物損壊一部補償特約」が付帯されます。

オプション補償

❶ 会社訴訟補償特約 会社（記名法人）が役員（被保険者）を訴えた場合に被保険者が会社に対して法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。

❷ 被保険者間訴訟補償特約 他の被保険者からなされた損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。

❸ 雇用慣行危険補償特約

次のいずれかの事由によって被保険者が被る損害に対して保険金を支払います。
・ 被用者等に対して行った不当行為に起因して、被用者等より保険期間中に被保険

者に対して損害賠償請求がなされた場合。
・ 第三者ハラスメントに起因して、第三者より保険期間中に被保険者に対して損害賠

償請求がなされた場合。
※雇用慣行危険補償特約の被保険者は、「会社・役員・使用人」となります。

■（参考）年間保険料例（一時払）
下記は保険料例となります。事前にお見積り依頼シートにて見積り依頼をし、保険料をご確認ください。

・ 総資産3億円　
・ 売上高2億円
・ 代表理事1名
・ 理事6名
・ 監事2名
・ 評議員7名

の場合

支払限度額（加入プラン）
オプ ション オプ ション

なし 会社訴訟
補償のみ

被保険者間
訴訟補償のみ

会社訴訟補償＋
被保険者間訴訟補償 雇用慣行危険補償

Aプラン 3,000万円 57,000円 63,000円 69,000円

97,810円Bプラン 5,000万円 76,000円 84,000円 92,000円 ＋
Cプラン 1億円 112,000円 123,000円 135,000円

●保険料の払込方法はご加入と同時にその全額を払い込む一時払となります。詳細は取扱代理店までお問合わせください。

認定こども園の役員や理事長などが職務上の判断・行為によって損害賠償責任を負った場合に、
その賠償金や訴訟費用などを補償いたします。

■保険料の確認と申込手続きの流れ
見積りの依頼
お見積り依頼シートを
FAXまたはメールにて提出してください。
弊社からお見積りを提示します。

加入プランの決定
見積書から加入希望プランをお選びいただき、
電話やメール等にてご連絡ください。
告知事項申告書をお送りします。

共通の加入手続き
（14 ページ）へ

共通の書類に加え、
告知事項申告書をご提出ください。

ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。
詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

基本補償

社会福祉法人・学校法人の役員を取り巻く訴訟リスクをしっかりサポート

■労働環境改善を怠り
　役員が訴えられた。
保育士が過度な長時間労働により退
職に至ったのは、実態を把握しながら
労働環境の改善を図らなかったことが
原因であり、適切な処置をしなかった
責任があるとして役員個人を提訴、争
訟費用が発生した。

［第三者訴訟］
社会福祉法人・学校法人の役員が故意・重過失等によっ
て第三者（従業員や保護者等）に損害を与えた場合に、
第三者が損害賠償を求める訴えを提起するものです。

一般の不法行為責任
故意または過失により他人の権利を侵害したものはその損害を賠
償しなければならない。

社会福祉法上・私立学校法上の特別責任
役員はその職務を行うにあたり悪意または重大な過失があった場
合、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

［法人訴訟］
社会福祉法人・学校法人の役員が善管注意義務や忠実
義務に違反し社会福祉法人・学校法人に損害を与えた場
合に、社会福祉法人・学校法人が損害賠償を求める訴
えを提起するものです。

善管注意義務
役員として、それぞれの立場において、その地位にある者ならば当
然と考えられる注意を尽くさなければならない。

報告義務
役員は社会福祉法人・学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事実があることを発見した場合には、その事実を報告しなけれ
ばならない。

■理事が法人の資金を
　使いこんでしまった。
管理監督を怠ったとして他の理事
が運営している園から損害賠償請
求された。
※会社訴訟補償特約を付帯した場合

■遊具事故で園児が
　負傷し、点検を怠った
　過失で訴えられた。
保護者や保育士から点検の要望が
あったにも関わらず点検整備を怠っ
た過失があるとして保護者が役員個
人を提訴、争訟費用が発生した。

■パワハラ・セクハラで
　訴えられた。
保育士が園長からパワハラやセク
ハラを受け精神的苦痛を受けたと
して法人を訴え、損害賠償金を
支払った。
※雇用慣行危険補償特約を付帯した場合

など

■業務縮小で職員を
解雇したところ
不当だと訴えられた。

法人の業務縮小に伴い職員を解雇し
たが、不当な解雇だとして、担当理
事に対して損害賠償を請求された。

役員のリスク

役員や理事の賠償責任の補償 認定こども園役員賠償責任補償
引受保険会社  三井住友海上火災保険株式会社



認定こども園補償制度
2026 年度　加入依頼書

《加入者情報》

法人名
カナ

申込印

園　名
カナ

㊞

※園長印（角印）を
ご捺印ください。

住　所
〒

Tel：	 Mail：

園長名
カナ

ご担当者名
カナ

《加入種目・補償内容》
ご加入を希望されるものに〇をご記入ください。

合計保険料 円

※役員の補償については、事前にお取りいただいたお見積りにてプランや保険料をご確認ください。

基本補償

基本プラン

+

園児のケガの補償
オプション

※両方選択可

×

利用定員数

+

オプション

=

保険料

加入する
（1,400 円／１名）

地震・噴火・津波補償
加入する

（400円／１名）

※�利用定員数が４９名
以下または６０１名以
上の場合は、１名あ
たりの保険料が異
なりますので事前に
ご連絡ください。

什器・設備補償

加入する
（39,920 円）

円

特定感染症補償
加入する

（590 円／１名）
加入しない

加入しない 名

業務災害
補償

業務災害補償については、別紙申込書でのお手続きとなります。
保険料については、口座引き落としになります。

役員賠償
責任補償

加入プラン
（保険金額） 法人資産高

+

オプション（複数選択可）

=

保険料
会社訴訟補償特約

被保険者間訴訟補償特約3,000 万円

5,000 万円

1 億円 百万円 円
雇用慣行危険補償特約

法人売上高

百万円

☆

☆《告知事項》
Q1.���同一の補償を提供する他の保険契約にご加入ですか？�

ご加入の場合は「他の保険契約」の�
保険会社名、保険種類、保険金額をご記入ください。

（基本補償にご加入の場合）
Q2.��現時点から起算して過去３年間において、�

サイバーリスク保険の対象となる事由が発生していますか。�
またはその発生が予想される状況にありますか？

保険会社

保険種類

保険金額

はい いいえ
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共通の加入手続き 
教職員の補償［業務災害補償］、役員や理事の賠償責任［役員賠償］については、事前にお見積り依頼シートにて
見積依頼をし、保険料をご確認ください。

■ご加入時の注意事項・告知事項
●申込人と被保険者（補償の対象者。賠償責任保険においては、保険契約により補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者の方にもこの

書面の内容を必ずお伝えください。
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約を

ご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っています。

したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

■認定こども園賠償責任補償、什器・備品補償（引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社）
加入依頼書には事実を正確にご回答（記入）ください。☆印の項目は危険に関する重要な事項（告知事項）であり、ご回答内容が事実と相違
する場合または事実を記載しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので十分にご確認のうえご回答（記
入）ください。

■認定こども園団体傷害補償（引受保険会社：AIG損害保険株式会社）
お申込みに際しては、告知欄を正確にご記入ください。告知事項に事実と異なることを記載したり、または事実を記載しなかった場合には、保
険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。

（注）［同一の補償を提供する他の保険契約］とは、他の普通傷害保険、家族傷害保険、グループ傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、
ライフスタイル傷害保険、傷害総合保険等の傷害保険、業務災害総合保険および同一の補償を提供する保険（共済を含みます。）をいいます。

■認定こども園役員賠償責任補償（引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社）
お申込みに際しては、別途、告知事項申告書のご提出が必要です。ご加入をご希望の場合は、取扱代理店へご連絡ください。

1
書類のご提出

「加入依頼書」と「認定こども園確認申請書※の写し」の2点を、
同封の返信用封筒（第一成和事務所行き）にてご提出ください。
※「認定こども園確認申請書」とは

こども園の認可を取得した際に発行される利用定員数等が記載された書類の総称です。
（自治体ごとに名称が異なります。）
認可取得後、利用定員数が変更になっている場合は、最新の利用定員数が分かる書類（変更
届など）の写しをご提出ください。

▼

2
保険料のお振込み

払込取扱票に所定事項をご記入のうえ、
ゆうちょ銀行または郵便局で保険料をお振込みください。
※他の金融機関からお振込みをされる場合は、下記口座宛てにお振込みください。

ゆうちょ銀行（9900） ゼロイチキュウ店（019） 
当座 0432990 トクヒ）ゼンコクニンテイコドモエンキョウカイ

※払込金受領証はお申込みの控えとして必ずお手元に保管してください。

▼

加入手続き締切日：2026年３月6日（金）
※上記締切日を過ぎて加入手続きをされる場合は、事前に取扱代理店までお問合わせください。

▼
加入者証は5月中に加入園宛に郵送されます。(上記締切日までにお手続きした場合)

※引受保険会社ごとに発送のタイミングが異なりますので予めご了承ください。

■加入依頼書 ご記入例

シャカイフクシホウジン　○○カイ

社 会 福 祉 法 人　○○会
ニンテイコドモエン　○ ○ ○

認定こども園　○○○
123-4567
東京都千代田区○○○○
03-1234 -5678　　　　　　　　　　　　　ninteikodomoen@kodomo.co.jp
ヤマダ　 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  スズキ　 ○ ○

山 田 　○○　　　　　　　　　　　　 鈴 木 　○○

認
定
こ
ど
も
園

○
○

園
長
之
印

1 0 0

278 ,920

232 , 810

511,730

300

200
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